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○ 室蘭市建築基準法施行条例中一部改正の件について

１．条例改正の理由

建築基準法の一部改正に伴い、規定の整備を行うもの

２．条例改正の概要

建築基準法の一部改正に伴い、一部の規定において引用条項の移動が生じたこ

とからこれを改める。

３．施行期日

公布の日から施行する。


